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代  表  者    代表取締役  会長  兼  社長  北 尾 吉 孝 
問い合せ先  取 締 役      西 川 保 雄 
電 話 番 号  0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 （ 代 表 ） 

 
 

株式会社 SBI 新生銀行による株式上場申請について 
 
 

当社の連結子会社である株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克
哉、以下「SBI新生銀行」）は、別紙に記載のとおり、本日付で東京証券取引所へ上場申請を行いま

したのでお知らせいたします。 
本件に関し、今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。 

 
以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【別紙】 

この文書は、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではございません。また、この文書は、米国に

おける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除

を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われ

る場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。 



                                                    

 
 

2025 年 7 月 11 日 

各 位 

SBI ホールディングス株式会社 

株式会社 SBI 新生銀行 

   

 

株式会社 SBI 新生銀行の株式上場申請について 

 

SBI ホールディングス株式会社（代表取締役会長兼社長：北尾吉孝）及び株式会社 SBI 新生銀行（代表取締

役社長：川島克哉、以下「SBI 新生銀行」）は、本日、SBI 新生銀行が東京証券取引所へ上場申請を行いました

ことをお知らせいたします。 

 

なお、東京証券取引所への SBI 新生銀行株式の上場には、今後の日本取引所自主規制法人による上場審

査を経て、東京証券取引所から上場承認を得る必要があり、現時点で上場可否及び上場時期について確約され

たものではありません。 

 

 

以 上 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

お問い合わせ先 

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 

inq-ir@sbigroup.co.jp 

    SBI新生銀行 サステナビリティ＆コミュニケーション統括部 

SBIShinsei_PR@sbishinseibank.co.jp 
 
 
 
この文書は、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではございません。また、この文書は、米国に

おける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除

を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われ

る場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。 
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